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厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課

虐待防止対策推進室

【資料３】
子ども家庭福祉の認定資格に関する経緯等について



児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の概要

改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】

①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）に

おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。
※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。

②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村

が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型

（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】

①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。

３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】

①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。

②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】

児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと

する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】

児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】

児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）等【児童福祉法】

児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、

児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、７の一部は公布後3月を経過した日、令和５年４月１日又は公布後2年以内で政令で定める日）

※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

２



子ども家庭福祉の認定資格

※対象となる保育士の範囲は、相談援助や保護者対応等の経験に留意しつつ今後検討

社会福祉士
精神保健
福祉士

一定の実務経験のある有資格者のルート

子ども家庭福祉指定研修（100時間程度）

現任者のルート

※当分の間の経過措置

子ども家庭福祉分野の

相談援助の実務経験

４年

：認定機関が認定するカリキュラム

ソーシャルワーク
に関する研修の受講

保育士の

実務経験

４年

ソーシャルワーク
に関する研修の受講

試験 ※認定機関が実施。指定研修等の効果も測定する
実践的な内容

※子ども家庭福祉の現場で働きながらの受講や試験となるため、現場の
意見も聴きながら内容は今後検討

相談援助の実務経験

２年

子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上

○子ども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験の
ある有資格者や現任者について、国の基準を満たした認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格（※）を導入する。

※社会的養育専門委員会（審議会）の報告書では「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」とされているが、名称は今後検討

○この新たな認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置づける（※１）。また、現場への任用が進むよ
う、児童相談所のスーパーバイザーになりやすい仕組み（概ね５年→概ね３年の実務経験（※２））や施設等に配置するインセン
ティブを設定する。

※１：児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について的確な措置を実施するのに十分な知識等を有する者として規定し、認定機関の認定の枠組み等は下位法令等に規定。

※２：要件の短縮は、他のソーシャルワークの現場での経験があるなど、子ども家庭福祉の実践的な能力がある場合に限ることとする。

○新たな認定資格の取得状況その他の施行の状況を勘案するとともに、下記（※）の環境を整備しつつ、児童の福祉に関し専門的
な知識及び技術を必要とする支援を行う者に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、
国家資格を含め、認定資格の施行（R6.4）後２年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。（◎）

※その者が実施すべき業務の内容、必要な専門的な知識・技術や教育課程の内容の明確化、養成するための必要な体制の確保、その者がその能力を発揮して働くことができる場における雇用の機会の確保

※上記の（◎）参照

３



社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書
（令和3年２月10日とりまとめ）（抄）
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＜資格に関するまとめ＞

（略）

・ 児童相談所、市区町村、民間機関等を含め、広く子ども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十

分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者について、国

の基準を満たした認定機構（仮称）が認定した研修を受講するとともに、認定機構（仮称）が実施する試験

（研修の効果も測定する実践的な内容のもの）を経て、認定機構（仮称）から子ども家庭福祉ソーシャル

ワーカー（仮称）として認定される認定資格を導入すること。

※ 既存の社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者について、相談援助の実務経験を２年以上有すること。

※ 現任者について、当分の間は、①子ども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を４年以上有すること、②

保育士は、４年以上の実務経験を有すること。対象となる保育士の範囲は、相談援助や保護者対応等の経

験に留意しつつ、今後検討すること。

また、現任者については、ソーシャルワークを学ぶ研修も受講すること。

※ 研修は100時間程度とし、現場で働く者が業務と両立できるよう、オンライン授業やレポート審査など

その内容を工夫すること。

※ 研修や試験の内容等については、今後、施行に向けて検討すること。

・ この新たな認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置づけること。また、

現場への任用が進むよう、児童相談所のスーパーバイザーになりやすい仕組みや施設等に配置するインセン

ティブを設定すること。



厚生労働部会 児童福祉法改正にあたっての取り決め
（令和４年１月28日 自由民主党政務調査会 厚生労働部会）（抄）
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１．まずは、現在も現場で実務を担当する社会福祉士や精神保健福祉士その他保育士、相談援助等の実務経験者について、一定

の実務経験や幅広いスキルや知識を身につける研修等を経て児童福祉司の任用要件を満たすための認定資格の導入を今回の児

童福祉法改正案に盛り込み、職場のスキルアップや専門人材の育成を急ぎ、質量ともに現場の強化を行う。

２．当該担当実務がこどもたちの命や権利、人生に大きく関わるという重要性と責任の重さに鑑み、広く児童福祉の現場で児童

等に対する相談援助業務に従事する者の新たな認定資格の取得状況その他の施行の状況を勘案するとともに、

・児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者が実施すべき業務の内容、その者に必要な専門的な知

識及び技術に係る内容並びに教育課程の内容が明らかになること、

・その者を養成するための必要な体制が確保されること、

・その者がその能力を発揮して働くことができる場において雇用の機会が確保されること

といった環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要

とする支援を行う者に関して、その能力を発揮して働くことができる組織、資格の在り方について、国家資格を含め、今回の

児童福祉法改正によって導入される認定資格の施行後２年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする旨の附則を設ける。

その上で、当部会においては、施行後に必要な検討を開始し、当部会の責任において方向性を判断することとする。また、

児童虐待問題を根本的に解決するため、多岐にわたる現状の把握、原因の分析を集中的に行い、事後対処のみならず、家族支

援など虐待の予防策等も含めて検討し、順次取り組んでいく。



児童福祉法（抄）

6

第十三条 （略）

② （略）

③ 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、

任用しなければならない。

一 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及び

その保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する

者として内閣府令で定めるもの

二～九 （略）

④・⑤ （略）

⑥ 指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上（第三項第一号に規定する者のうち、内

閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、

おおむね三年以上）勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したもの

でなければならない。

⑦～⑩ （略）



児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

7

〇 児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院）

十八 新たな子ども家庭福祉分野の資格取得者の質の担保を図るほか、資格取得者の児童相談所、市町村、児

童福祉施設等における配置が進み、地方自治体において実効性が上がるような方策を財政措置を含めて検

討し、必要な措置を講ずること。

〇 児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院）

二十一、新たな子ども家庭福祉分野の資格取得者の質の担保を図るほか、資格取得者の児童相談所、市町村、

児童福祉施設等における配置が進み、地方自治体において実効性が上がるような方策を財政措置を含め

て検討し、必要な措置を講ずること。


